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八
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自
身
の
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で
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案
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に
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す
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提
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者
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自
身
の
辞
任
時
期
及
び
国
会
で
の
法
案
審
議
に
対
す
る
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
の
基
本
的
認
識
に
関
す
る
質
問

主
意
書

本
年
六
月
二
十
七
日
、
菅
�
人
内
閣
総
理
大
臣
は
記
者
会
見
し
、
「
二
〇
一
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
案
、
再
生
エ
ネ
ル

ギ
ー
特
別
措
置
法
案
、
公
債
発
行
特
例
法
案
の
成
立
が
一
定
の
め
ど
に
な
る
。
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
案
は
、
何
と
し
て
も

私
の
内
閣
の
責
任
で
成
立
さ
せ
た
い
。
六
月
二
日
の
民
主
党
代
議
士
会
で
若
い
人
に
責
任
を
引
き
継
ぐ
時
期
と
し
た
『
原
発
事

故
対
応
の
一
定
の
め
ど
』
と
原
発
事
故
再
発
防
止
の
青
写
真
を
関
連
さ
せ
る
意
図
は
な
い
」
と
の
発
言
（
以
下
、
「
総
理
発
言

一
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
総
理
発
言
一
」
に
あ
る
「
二
〇
一
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
案
、
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
案
、
公
債
発
行
特
例

法
案
の
成
立
が
一
定
の
め
ど
に
な
る
」
と
い
う
発
言
の
真
意
如
何
。
二
〇
一
一
年
度
第
二
次
補
正
予
算
案
、
再
生
エ
ネ
ル

ギ
ー
特
別
措
置
法
案
、
公
債
発
行
特
例
法
案
が
成
立
し
た
後
、
菅
総
理
と
し
て
ど
の
よ
う
な
行
動
を
採
る
考
え
で
い
る
の

か
、
右
三
案
が
成
立
し
た
際
に
、
総
理
の
職
を
辞
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
明
確
な
説
明
を
求
め
る
。

二

菅
総
理
と
し
て
、
一
の
行
動
を
起
こ
す
タ
イ
ミ
ン
グ
は
い
つ
頃
に
な
る
と
想
定
し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

本
年
六
月
十
五
日
、
菅
総
理
は
議
員
会
館
内
で
開
か
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
促
進
に
つ
い
て
議
論
す
る
会
に
出
席

一



し
た
際
、
「
国
会
の
中
に
は
、
私
の
顔
を
見
た
く
な
い
と
い
う
人
間
が
た
く
さ
ん
い
る
。
本
当
に
見
た
く
な
い
の
か
。
本
当

に
見
た
く
な
い
の
か
。
本
当
に
見
た
く
な
い
の
か
。
そ
れ
な
ら
ば
こ
の
法
案
を
早
く
通
せ
」
と
の
旨
の
発
言
（
以
下
、
「
総

理
発
言
二
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
。
「
総
理
発
言
一
」
の
中
で
も
「
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
措
法
案
は
、
何
と
し
て
も
私

の
内
閣
の
責
任
で
成
立
さ
せ
た
い
」
と
あ
る
。
菅
総
理
が
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
案
の
成
立
に
、
か
く
も
強
い
意
欲

を
有
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
説
明
さ
れ
た
い
。

四

「
総
理
発
言
二
」
の
真
意
如
何
。
右
は
、
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
案
が
成
立
し
た
暁
に
は
、
総
理
職
を
辞
す
る
こ

と
を
、
菅
総
理
と
し
て
国
民
に
約
束
し
た
も
の
と
理
解
し
て
良
い
か
。

五

四
で
、
そ
の
通
り
な
ら
ば
、
「
総
理
発
言
一
」
で
総
理
辞
任
の
条
件
に
、
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
案
に
加
え
て
二

案
の
成
立
を
上
げ
て
い
る
こ
と
と
齟
齬
を
来
す
と
考
え
る
。
菅
総
理
と
し
て
、
再
生
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
別
措
置
法
案
の
成
立
の

み
を
も
っ
て
辞
任
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
二
案
を
加
え
て
三
案
の
成
立
を
も
っ
て
辞
任
を
す
る
の
か
、
い
ず
れ
で
あ
る

の
か
明
確
に
さ
れ
た
い
。

六

一
般
論
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
自
身
の
辞
任
を
条
件
に
法
案
等
の
審
議
並
び
に
成
立
を
呼
び
か
け
、
求
め
る
こ
と
は

適
切
で
あ
る
か
。
菅
総
理
の
見
解
如
何
。

二



七

「
総
理
発
言
二
」
は
、
菅
総
理
と
し
て
自
身
が
総
理
と
し
て
信
任
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
法
案
等
の
成
立
云
々
の
前
に
辞
任
す
る
こ
と
が
筋
で
は
な
い
の
か
。
菅
総
理
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

三


